
 

 

《修学旅行について》 

本校の修学旅行は、小樽・洞爺方面に

出かけています。今年度も、「小樽自主研

修」、「小樽水族館バックヤードツアー」

「洞爺湖火山科学館」などに行きます。 

旅行日：９月８日（火）～９日（水） 

《7月 10日は開校記念日》 

7月 10日（金）で、本校は 

開校 145年になります。学校は 

休業日になります。 

《7月日課の変更等のお知らせ》 

7月 7日（火） 

→職員研修日のため全校 5時限授業 

7月 21日（火） 

→月曜日課（5・6年生 クラブあり） 

7月 23日（木） 

→職員研修日のため全校 5時限授業 

 

時間内の登校にご協力をお願いします 

登校時間は８：１０～８：２０です。 

８：２０には読書等の活動スタートですの

で、余裕をもって登校するようお声がけを

お願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

1学期のまとめの時期に入ります 
明日は地域公開日です。皆さんのご

来校をお待ちしています。学習の様子

や中休みの様子をぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日 曜 学校行事 
1

年 

2

年 

3

年 

4

年 

5

年 

6

年 

１ 水 ４年校外学習(下水道科学館・水道記念館) 

ふれあいタイム（2・５年③） 

5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

２ 木  ５年校外学習(AGRI FRONT) 5.3 5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

３ 金  ふれあいタイム（3・4年③） 4 4 4 4 4 4 

６ 月 児童委員会⑤   5 5 5 5 ６ ６ 

７ 火 全校５時限   

理解教育授業（3年生 5校時） 

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

８ 水  5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

９ 木 学校諸費自動再振込日 5.3 5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

10 金  開校記念日        

11 土 ＰＴＡ資源回収       

13 月 ふれあいタイム（1・6年④） 

SC午前 

理解教育授業（6年 1校時）  

5 5 5 5 5 5 

14 火 ふれあいタイム（3・4年④） 5.3 5.3 5.3 6.3 6.3 6.3 

15 水  5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

16 木 にれのき校外学習 5.3 5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

17 金 ふれあいタイム（2・5年④） 4 4 4 4 4 4 

20 月 海の日       

21 火 月曜日課 クラブ③ SC午後 

2 年エスポラーダ出前授業（3・

4校時） 

5.3 5.3 5.3 ６.3 6.3 6.3 

22 水 5・6 年生二條美穂ドリームパワープ

ロジェクト出前授業（3校時） 

5.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

23 木 職員研修日 5時限授業 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 

24 金 1学期終業式（給食あり） 4 4 4 4 4 4 

札幌市立豊平小学校  学校便り 

令和８年(2026年) ６月 26日（金） 

第 ４ 号 

Mail : toyohira-e@sapporo-c.ed.jp 

《６月２７日土曜参観・地域公開日》 

※通常通り登校（８：１０～８：２０）させてください。 

９：３５～１０：２０  保護者交流会     １０：２０～１０：４0  中休み 

１０：４５～１１：３０ 学習参観（３校時）  1１:３0～１１：４０  下校 

【場所】学年保護者交流会の会場は、近くなりましたらすぐーるで

お知らせします。授業内容・会場は時間割や当日の玄関内

掲示をご確認ください。 

  ※外靴は靴袋に入れ、ご持参の上、ご参観ください。 

  ※給食なし 3時間授業です。 

札幌市では、体罰事故調査委員会を設

置しています。これは、体罰事案が発生

した際に事実関係を速やかに把握し、そ

れらの情報について透明性を維持する

ことで、正確・公正な調査を行うための

ものです。本校でも体罰事案の防止に、

全力で努めます。 

体罰電話相談窓口…℡ 011-272-6034

（受付時間 10時 15分～16時 45分） 

各学年の授業時数を掲載しています。（例：５＝5 時限授

業）週 3日（主に火・水・木曜日）の 1校時目は 60分授

業ですので、超過分の 15分を 0.3 としています。 

 

【要確認】通学路を守りましょう 
保護者の方から「いつもと違う危険な道を歩いている児童がいる」との連絡がありました。通学路は、学校・地
域・警察が連携して作った「命を守るための専用ルート」です。寄り道や近道をせず、必ず決められた通学路を通
るよう、お子様と一緒にご確認をお願いします。 


